（解雇事由）

　従業員が次のいずれかに該当するときは、解雇することができる。

①　勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等、就業に適さないと認められたとき

②　勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、従業員としての職責を果たし得ないと認められたとき

③　精神又は身体の障害については、適正な雇用管理を行い、雇用の継続に配慮してもなおその障害により業務に耐えられないと認められたとき

④　試用期間中又は試用期間満了時までに従業員として不適格であると認められたとき

⑤　就業規則に定める懲戒解雇の事由に該当する事実があると認められたとき

⑥　事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の継続が困難となったとき

⑦　事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の縮小・転換又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、他の職務に転換させることが困難なとき

⑧　その他前各号に準ずるやむを得ない事情があったとき

従業員が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。
①　重要な経歴を詐称して雇用されたとき

②　正当な理由なく無断欠勤１４日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき

③　正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、数回にわたって注意を受けても改めなかったとき

④　正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき

⑤　素行不良で著しく会社内の秩序又は風紀を乱したとき

⑥　数回にわたり指導を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込みがないと認められたとき

⑦　私生活上の非違行為や会社に対する誹謗中傷等によって会社の名誉信用を傷つけ、業務に重大な悪影響を及ぼすような行為があったとき

⑧　会社の業務上重要な秘密を外部に漏洩して会社に損害を与え、又は業務の正常な運営を阻害したとき

⑨ その他前各号に準ずる程度の不適切な行為があったとき

⑩ その他就業規則に定めている場合にはそれに準ずる

